
市民の皆様へ 

 

新型コロナウイルス感染防止対策にかかる南相馬市長メッセージ 

 

 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて、様々なご協力をいただいて

いる市民の皆様に心から感謝申し上げます。 
 

 ４月21日には、全国の１日あたりの新規感染者が５千人を超え、近畿地方が流行
の中心であったＮ501Ｙ型の変異株が全国へその広がりを見せています。 
 
そして、25 日には、東京都、大阪府、京都府、兵庫県を対象地域として、３度目

の「緊急事態宣言」が発出され、県内においても、過去最多となる54人の新規感染

者が確認されるなど、医療提供体制への負荷が刻一刻と深刻なものとなっています。 
 
このような中、全国的な人の移動が活発化するゴールデンウィークを迎えます。

繰り返しのお願いで大変申し訳ありませんが、以下の４点について、市民の皆様の
ご理解とご協力をお願いいたします。 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 さて、本市でもワクチンの接種が始まりました。医師会など関係者の全面バック

アップの下、24日～25日の２日間で、高齢者施設の入所者など、約１千人の方に接
種を受けていただきました。来月10日からはいよいよ集団接種を開始します。 
 
 ワクチンについては、与えられた条件の中で安全を確保しつつ、「いかに多くの
方にいかに早く接種できるか」が重要であると考えています。ワクチン接種が進め

ば少しずつ希望が出てくるものと信じています。 
 
一方、市民お一人おひとりにとってみれば、最適なタイミング、最適な場所での

接種が提供できないことも事実です。安全を確保しながら、「少しでも多くの方に
少しでも早く」ワクチンが提供できるよう、工夫と改善を重ねてまいります。 
 

 今後もワクチン接種を進める中で様々な課題が出てくると思いますが、市民の皆

様のご理解がなければこの一大事業を進めることはできません。ご支援、ご協力の
ほど、よろしくお願いいたします。 
 

 

令和３年４月２７日 午後５時００分現在 

 南相馬市長 門 馬 和 夫 

No.35 

○「緊急事態宣言」や、「まん延防止等重点措置」の対象地域など感染が拡大している地域
との不要不急の往来を自粛して下さい。 

 
○ その他の地域においても、帰省や旅行、大人数が集まる場所へのお出掛けは慎重に検討

してください。特に発熱等の症状がある方などは厳に控えて下さい。 
 
○ どうしても帰省する必要がある場合は、帰省までの間、感染リスクが高い場所に行くことを

控え、大人数の会食を控えるなど、高齢者への感染につながらないように注意して下さい。 
 
○ 会食する場合には、感染防止対策が徹底されていない飲食店等の利用は控えて下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【出典：農林水産省ホームページ】 

【出典：福島県ホームページ】 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

電話相談 案内 
診察・検査 

かかりつけ医 

発熱や風邪のような症状がある方 

※対応できない場合 

対応できる 
医療機関 

受診・相談センター 
0120-567-747 

(毎日 24 時間対応) 

案内 
※かかりつけ医がいない・ 

相談先が分からない場合 

症状は無いけど新型コロナウイルス感染症の感染が心配な方 

電話相談 
一般相談(コールセンター) 

0120-567-177 
 
 

※陽性患者と接触した 
疑いのある方など 案内 

診察・検査 

※耳の不自由な方はファクス 
(024-521-7926)でご連絡ください。 

平日 8:30～21:00 
休日 8:30～17:15 

受診・相談センター 
0120-567-747 

(毎日 24 時間対応) 

診察・検査 

新型コロナウイルス感染拡大を防止するために 

発熱や風邪のような症状がある場合は 
早めに医療機関に電話で相談しましょう 

対応できる 
医療機関 

新型コロナウイルスに関する市の相談窓口（コールセンター） 

▮新型コロナウイルスに関すること 
電話番号︓090-2796-8023、090-2796-8024   受付時間︓9 時から 16 時まで（平日） 
▮ワクチン接種に関すること 

電話番号︓0570-783-045   受付時間︓９時から１８時まで（土・日・祝日も受付） 

※上記のほか、市では、「発熱等トリアージ外来」を開設しています。 

ゴールデンウィーク期間中の臨時開設については、裏面をご覧くさい。 



 市では、相馬郡医師会南相馬支部及び市立総合病院の協力のもと、ゴール 

 デンウィーク期間の ５月２日（日）、５月４日（祝）の２日間、発 

 熱等トリアージ外来を臨時開設します。 
 

【診療対象】南相馬市、飯舘村及び浪江町に居住する方または南相馬市に所在 

する事業所等に通勤、通学する方で高校生以上の方 

【受付方法】必ず事前に電話で予約してください（完全予約制） 

【電話番号】０２４４－２２－３１８５ 

【受付時間】９時から正午まで ※診察は午後 

【診療場所】市立総合病院敷地内 仮設診療室（救急外来駐車場に設置） 

 

 
 

 

市立総合病院では、令和３年３月１日から、本人等の希望による全額自己 

負担での新型コロナウイルス感染症に係る検査（自費検査）を実施していま 

す。 
 

【検査対象】咳や発熱等の症状がない方、新型コロナウイルス感染者との接触 

の可能性がない方で検査を希望する方。 

また、海外渡航や出張等のために陰性証明書が必要な方等 

※既に症状がある方はご遠慮ください。 

【受付方法】必ず事前に電話で予約してください（完全予約制） 

【電話番号】０２４４－２６－７５４３ 

【受付時間】１３時から１６時３０分まで（平日） 

※検査日当日の予約は受け付けていません。 

【検査時間】１５時３０分から１６時３０分（平日の月、火、水曜日） 

【費  用】検査費用：  ２５，３００円（税込） 

      陰性証明書（１通）：５５０円（税込） 

【そ の 他】詳しくは経営管理課医事係（0244-26-7543）へお問い合わせくだ 

さい。 

 発熱等トリアージ外来の臨時開設 

 市立総合病院での自費検査の実施 


